
平成 22 年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長）  

（総務省） 

制 度 名 
非居住者等の受け取る振替地方債の利子に係る非課税手続の簡素化及

び非課税対象者等の拡充 

税 目 所得税、法人税 

要

望

の

内

容 

非居住者、外国法人（外国投資信託の受託者である場合を含む。）

が受け取る地方債の利子のうち、「社債、株式等の振替に関する法

律」上の振替債に係るものについて、非課税手続を簡素化するととも

に非課税対象者等を拡充すること。 

 
減収見込額 

（平年度） 

０ 百万円 

（０ 百万円） 

新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由 

⑴  政策目的 

地方債等の振替制度は、閣議決定に基づき促進され、平成１８年１

月に制度が開始された。 
これを踏まえ、平成２０年１月から、国債同様に、地方債について

も、非居住者及び外国法人（外国投資信託の受託者である場合を含

む。以下「非居住者等」という。）が受け取る振替地方債の利子が非

課税とされ、これに伴い、証券保管振替機構の非居住者等非課税口座

の地方債残高が増加するなど、海外投資家による我が国地方債市場へ

の投資の促進に一定の効果があったところである。 
このような中、非居住者等の我が国地方債市場への投資を一層促進

し、我が国地方債市場の活性化や地方公共団体の資金調達の円滑化を

図る観点から、現行の非課税手続を簡素化するとともに非課税対象者

等を拡充するものである。 

 

⑵   施策の必要性 

① 非居住者等が受け取る振替地方債の利子に係る非課税制度につ

いては、非課税手続を発行体毎に行わなければならないなど、

煩雑との指摘がかねてより海外投資家からなされているとこ

ろ。海外投資家の我が国地方債市場への投資を一層促進し、我

が国地方債市場の活性化や地方公共団体の資金調達の円滑化を

図るためには、非居住者等が受け取る振替地方債の利子に係る

現行の非課税手続を簡素な手続に見直すとともに、非居住者等

の範囲等を拡充することが必要になっている。 
② 資金調達の円滑化及び投資促進による公社債等市場規模の拡大

が図られ、非居住者等の公社債等流通市場への参加が促進され

る。 
③ 海外における振替地方債の保有層をさらに拡大し、非居住者等

の円での資金運用・調達の利便性を高めることは、円の国際化

を推進することに資する。 



 

 

⑶  要望の措置の妥当性 

非居住者等の地方債保有を一層拡大するためには、非居住者等が受

け取る振替地方債の利子に係る現行の非課税手続を簡素なものに見直

すことが不可欠である。 

今

回

の

要

望

に

関

連

す

る

事

項 

政策評価体  

系における     

位 置 付 け 

 
なし。 
 
 
 

政 策 の 

達成目標 

 
非居住者等の我が国地方債市場への投資を一層促進し、我が国地方

債市場の活性化や地方公共団体の資金調達の円滑化を図る。 
 

租税特別措 

置の適用又 

は延長期間 

 
恒久措置とする。 
 
 
 

同上の期間中

の達成目標 

 
（政策の達成目標と同じ） 
 
 
 

当該要望項目

以外の税制上

の支援措置 

 
なし。 
 
 
 

予算上の措置

等の要求内 

容及び金額 

 
なし。 
 
 
 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

 
なし。 
 
 
 

こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用

実
績
と
効
果
に
関
連
す
る
事
項 

政 策 の   

達成状況 

 
振替地方債に係る非居住者等の保有残高は増加傾向にあるが、非居

住者等による振替地方債の保有割合は、0.2％（平成 20年度末現在）

にとどまっており、振替国債の保有割合 6.4％（平成 20年度末現

在）と比して、低位にとどまっている。 
 

租税特別措置

の適用実績 

 
非居住者等による振替地方債の保有残高の推移 

（単位：億円） 

 平成 18年度末 平成 19年度末 平成 20年度末 
振替地方債 0 0 1,192 

（注）日本銀行「資金循環統計」 



租税特別措置

による政策 

の達成目標の 

実現状況等 

 
非居住者等による振替地方債の保有割合の推移 

（単位：％） 

 平成 18年度末 平成 19年度末 平成 20年度末 
振替地方債 0 0 0.2 

（注）日本銀行「資金循環統計」 

前回要望時 

の達成目標 

 

なし。 

 

 

 

前回要望時 

からの達成度

及び目標に 

達していない 

場合の理由 

 

なし。 

 

 

 

これまでの 

要 望 経 緯 

 
振替地方債の利子に係る非居住者等非課税制度については、平成

19年度税制改正において認められている。 
 

 


